
８０１ 

日本行政書士政治連盟規約 
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第１章 総  則 

（名  称） 

第 １ 条 本連盟は、日本行政書士政治連盟と称する。 

   （本  部） 

第 ２ 条 本連盟の本部は、東京都に置く。 

   （目  的） 

第 ３ 条 本連盟は、日本行政書士会連合会と連携して行政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制

度の充実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献す

るために必要な政治活動を行うことを目的とする。 

（事  業） 

第 ４ 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 行政書士の社会的経済的地位の向上を期するための政治活動 

二 行政書士制度の充実・発展を期するための政治活動 

三 行政書士の権益の擁護を図るための政治活動 

四 行政の円滑な推進を期するための活動 

五 本連盟と政策協定を締結した国会議員及び同候補者を支持応援するために行う政治活動 

六 支部推薦の地方公共団体の長及びその候補者を支持応援するために行う政治活動 

七 会員に対する情報の提供と機関紙（誌）の発行 

八 前各号のほか、本連盟の目的達成のための必要な事業 

   （組  織） 

第 ５ 条 本連盟は、各都道府県に設置された支部（日本行政書士政治連盟の支部及び行政書士政治連盟等）で

組織する。 

２ 本連盟は、都道府県ごとに一つの支部を置き、その組織については、規則で定める。 



８０１ 

３ 本連盟の目的及び事業に賛同する者は、賛助会員となることができる。 

 

第２章 役 員 等 

   （役  員） 

第 ６ 条 本連盟に次の役員を置く。 

一 会 長     １名 

二 副会長     ６名以内 

三 幹事長     １名 

四 副幹事長    ２名以内 

五 常任幹事    ６名以内 

六 幹 事    ５０名以内 

七 会計監事    ２名以内 

   （役員の選任） 

第 ７ 条 会長、幹事及び会計監事は、支部会員のなかから大会で選任する。 

２ 副会長、幹事長及び副幹事長並びに常任幹事は、幹事会構成員の互選により選任する。 

３ 前２項のほか、役員選任に必要な事項は別に定める。 

   （役員の職務） 

第 ８ 条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。 

２ 副会長は、会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員

の時はその職務を行う。 

３ 幹事長は、会長の命を受けて本連盟の常務を統括する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき

はその職務を代理する。 

４ 常任幹事は、本連盟の会務を執行する。 

５ 幹事は、幹事会を構成し、本連盟の会務の執行を決定する。 

６ 会計監事は、本連盟の資産及び会計を監査する。 

   （役員の任期） 

第 ９ 条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠によって選任された者は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は任期満了の場合でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 

（会計責任者） 

第 ９ 条の２ 会計責任者は、常任幹事の中から１名をこれに充てる。 

２ 会計責任者は、政治資金規正法に基づき本連盟の会計をつかさどる。 

   （名誉会長、顧問及び相談役） 

第１０条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 名誉会長、顧問及び相談役は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。 

３ 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。 

４ 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 
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第３章 機  関 

   （機  関） 

第１１条 本連盟に次の機関を置く。 

一 大 会 

二 幹事会 

三 常任幹事会 

   （大  会） 

第１２条 大会は、本連盟の最高意思決定機関であり、毎年６月に会長が招集して開催する。 

２ 会長は、構成員の３分の１以上の者から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって要

請があったときは、その要請の日から２月以内に臨時大会を招集しなければならない。 

３ 前項の請求者は、会長が前項の規定による請求があった日から２月以内に大会を招集しない場合は、第１２

条第１項の規定にかかわらず、大会を招集することができる。 

   （大会の構成） 

第１３条 大会は、代議員をもって構成し、代議員の定数及び選出方法については、規則に定める。 

２ 大会は、構成員定数の３分の１以上の出席をもって成立する。 

   （大会の議事等） 

第１４条 大会の議長及び副議長は、大会において構成員のなかから選任する。 

２ 大会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 前２項のほか、大会の議事及び運営は別に定める。 

   （大会の議決事項） 

第１５条 大会は次に掲げる事項を決定する。 

一 事業報告の承認及び運動方針に関する事項 

二 決算の承認及び予算に関する事項 

三 規約の改正に関する事項 

四 第７条第１項に規定する役員の選任に関する事項 

五 前各号のほか、会務に関する重要な事項 

   （幹 事 会） 

第１６条  幹事会は、大会から次期大会までの意思決定機関であるとともに、本連盟の事業推進に参画するもの

とし、必要に応じて会長が招集する。 

２ 幹事会は、会計監事を除く役員をもって構成され、その構成員の過半数の出席をもって成立し、議長は会長

または会長が指名する者をもって充てる。 

３ 幹事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 会長は、緊急を要する事項について書面により幹事会の賛否を求めることができる。 

   （幹事会の議決事項） 

第１６条の２  幹事会は、次に掲げる事項を決定する。 

一 事業計画に関すること。 

二 規則等の制定及び改廃に関すること。 
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三 大会に付議すべき議案に関すること。 

四 第７条第２項に規定する役員の選任に関すること。 

五 削 除 

六 前各号のほか、重要な事業及び業務の執行に関すること。 

   （常任幹事会） 

第１７条 常任幹事会は本連盟の会務を執行し、幹事会に付議すべき事項を決定する機関であり、会長、副会長、

幹事長、副幹事長及び常任幹事をもって構成され、必要に応じて会長が招集する。 

２ 常任幹事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議長は会長または会長が指名する者をもって充てる。 

３ 常任幹事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 会長は、会務の執行に必要と認めるときは、常任幹事会に第１項に規定する構成員以外の者に出席を求める

ことができる。ただし、議決に加わることはできない。 

 

第４章 支部長会 

   （支部長会） 

第１７条の２ 本連盟及び支部並びに支部相互問の連絡調整を図るため、本連盟に支部長会を置く。 

２ 支部長会は、支部長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

３ 本連盟の役員は、支部長会に出席して意見を述べることができる。 

４ 支部長会は、本連盟の運営に関し建議することができる。 

５ 支部長会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議長は会長または会長が指名する者をもって充てる。 

６ 支部長会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

第５章 委員会等 

   （委 員 会） 

第１８条 本連盟は、会務の円滑な推進を図るため次の委員会を設ける。 

一 総務委員会 

二 組織広報委員会 

三 財務委員会 

四 国会等対策委員会 

   （委員会の職務） 

第１９条 委員会は、それぞれ次の職務を行う。 

一 総務委員会は、本連盟の運営及び庶務を処理する。 

二 組織広報委員会は、本連盟の組織の充実強化、情報の収集及び機関紙（誌）の発行その他の広報宣伝活動

を行う。 

三 財務委員会は、本連盟の財政を確立し、健全な運営を図る。 

四 国会等対策委員会は、基本政策の企画立案、国会及び行政機関に対し具体的活動並びに選挙対策を樹立し

運動の推進を図る。 
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   （委員会の構成） 

第２０条 委員会は、委員長１名、副委員長１名及び委員若干名をもって構成する。 

２ 委員長には常任幹事をもって充て、副委員長及び委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。 

   （委員会の運営） 

第２１条 委員長は委員会を招集してその議長となり、委員会を統括し会務を分掌する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

３ 委員は、委員会の職務を遂行する。 

（特別委員会等） 

第２１条の２ 会長は、必要と認めるときは、幹事会の議を経て特別委員会等を設置することができる。 

 

第６章 事 務 局 

   （事 務 局） 

第２２条 本連盟に事務局を置く。 

２ 事務局には所要の職員を置き、会長の命により事務処理に当たる。 

３ 事務局には、事務局長を置くことができる。 

４ 事務局の管理については別に定める。 

 

第７章 事業及び会計 

   （会  計） 

第２３条 本連盟の経費は、会費（負担金）及び寄付金その他の収入をもって充てる。 

２ 前項の会費（負担金）は規則に定める。 

   （事業及び会計年度） 

第２４条 本連盟の事業及び会計年度は毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終る。 

   （予算決定前支出） 

第２５条 会長は、会計年度終了後、新年度予算案が大会の議決を得るまでの問、通常の会務を執行するに必要

な経費に限り支出することができる。 

 

第８章 情報公開及び個人情報の保護 

   （情報の公開） 

第２６条 情報の公開については、規則で定めることができる。 

   （個人情報の保護） 

第２７条 本連盟が保有する個人情報の保護については、別に定めることができる。 
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第９章 補  則 

   （規約の変更） 

第２８条 この規約の改廃は、第１４条第２項の規定にかかわらず､大会で出席構成員の３分の２以上の議決を要

する。 

   （規則等の制定） 

第２９条 この規約の施行について必要な事項は、規則等で定めることができる。 

２ 規則等の制定及び改廃は幹事会の議決を得て定める。 

 

 

附  則 

この規約は、昭和５６年６月３０日から施行する。 

附  則 

この規約は、昭和５９年６月２２日から施行する。 

   附  則 

この規約は、昭和６０年６月２６日から施行する。 

   附  則 

この規約は、昭和６２年６月２４日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成元年６月１６日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成５年６月１７日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成１１年６月１８日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成１５年７月１日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成１６年６月２５日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成１７年６月２４日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成１９年６月２２日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成２２年６月１８日から施行する。 

附  則 

この規約は、平成２４年６月２２日から施行する。 

   附  則 

この規約は、平成２５年６月２１日から施行する。 
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附  則 

この規約は、平成３０年６月２２日から施行する。 

附  則 

この規約は、令和２年６月３０日から施行する。 

 


